
 1

ルーマニア 
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第 I 章 総則 

 

第 1 条 

発明に関する権利は，本法に定める条件に基づいて国家発明商標庁によって行われる特許の

付与により，ルーマニア領域に関して承認され，保護される。 

欧州特許から生じる権利もまた，本法に従って承認され，保護される。 

 

第 2 条 

本法の適用上，次の用語は次の通り定義する。 

(a) 欧州特許－欧州特許条約に基づいて付与される特許 

(b) 国際出願－特許協力条約に基づいて提出される，発明の保護を求める出願 

(c) 工業所有権代理人－工業所有権分野(発明，商標，意匠等)において支援の提供を専門と

しており，当該行為を合法的に実行する者 

(d) 欧州特許条約－欧州特許の付与に関する条約(EPC)であって，1973 年 10 月 5 日にミュ

ンヘンにおいて締結され，EPC 第 63 条を改正する 1991 年 12 月 17 日の法律によって，及び

1978 年 12 月 21 日，1994 年 12 月 13 日，1995 年 10 月 20 日，1996 年 12 月 5 日及び 1998 年

12 月 10 日の EPO 管理理事会決定によって，並びに 2000 年 11 月 20 日にミュンヘンにおい

て採択された改正法によって修正されたもの 

(e) パリ条約－工業所有権の保護に関する 1883 年 3 月 20 日のパリ条約であって，その後，

改正及び修正されたもの 

(f) 明細書－発明についての書面による説明 

(g) 発明者－発明を創作した者 

(h) 職業代理人－工業所有権代理人であって，国家発明商標庁に対する手続において代理行

為もすることができる者 

(i) OSIM－国家発明商標庁 

(j) 前主－特許出願の提出前に特許についての権原を有していた自然人又は法人 

(k) 公告(又は公開)－公衆が閲覧することができる形での情報の宣伝 

(l) 出願人－特許の付与を出願する自然人又は法人 

(m) 権原承継人－特許の付与を受ける権利又は付与された特許から生じる権利の何れかの移

転先である自然人又は法人 

(n) クレーム－特許の一部であって，求める保護の主題で構成されており，その内容が保護

の範囲を決定するもの 

(o) 特許所有者－特許によって与えられる権利が帰属する自然人又は法人 

(p) 使用者－合法的に機能する法人 

(q) 発明の実施者－発明を合法的に実施する自然人又は法人。発明の実施者は，特許所有者

と同一人であり得る。 

 

第 3 条 

特許を受ける権利は，発明者又はその権原承継人に属する。 
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第 4 条 

発明が複数の発明者によって共同して創作された場合は，それらの各人が共同発明者の地位

を保有し，その権利はこれらの者の共有に属する。 

2 以上の者が同一発明を相互に独立して創作した場合は，特許を受ける権利は最先の出願日

を有する特許出願を行った者に属する。 

 

第 5 条 

発明者が従業者であり，かつ，同人にとって一層有利な契約上の規定が存在していない場合

は，発明についての権利は次の者に属するものとする。 

(a) 発明が従業者によって行われ，それが同人の職務に相応する発明の使命を明示的に規定

している雇用契約に基づいている場合は，使用者。発明者は，契約に定める追加報酬の支払

を受けるものとする。 

(b) 発明が従業者によって行われ，それが同人の職務遂行の過程又は使用者の業務の範囲の

何れかにおけるものであり，使用者固有の技術若しくは手段に関する知識若しくは使用，若

しくは使用者の施設において利用可能な情報を通して，又は更に，使用者からの物質的な援

助を得ている場合は，契約に別段の定めがあるときを除き，従業者 

発明が研究契約の成果である場合は，別段の定めがあるときを除き，特許を受ける権利はそ

の研究を委託した使用者に属するものとし，発明者はその契約の追加規定に定める追加報酬

を受けることができる。 

第 1 段落(a)，(b)及び第 2 段落に規定する場合においては，発明者及び使用者は，発明の創

作及び開発段階について互いに書面で通知し，かつ，その開示を差し控える義務を負うもの

とする。 

通知義務の不履行は，その義務者に責任を生じさせるものとする。 

第 1 段落(a)及び第 2 段落に規定する場合において，従業者が使用者に対して，その発明の

明細書を作成したことを書面で通知してから 60 日以内に，特許出願が OSIM に提出されない

場合は，両当事者間に別段の合意があるときを除き，特許の付与を受ける権利は第 1 段落

(b)に定めた条件に基づいて従業者に属するものとする。 

第 1 段落(b)に規定する場合においては，使用者は従業者の発明について契約を締結する優

先権を有するものとするが，この権利は従業者からの申出を受けた日から 3 月以内に行使し

なければならない。契約価格についての合意が成立しない場合は，その価格は裁判所の決定

によって確定する。 

 

第 6 条 

外国の自然人又は法人であって，ルーマニア領域外に住所又は登録営業所を有する者は，ル

ーマニアが当事国である発明に関する国際的な条約又は協定に従って，本法の規定による利

益を受けるものとする。 
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第 II 章 特許を受けることができる発明 

 

第 7 条 

すべての技術分野における物又は方法を主題とする発明は，それが新規であり，進歩性を有

し，かつ，産業上，利用可能であることを条件として，特許を付与されるものとする。 

生物工学分野の発明は，それが次の事項に関するものであるときは，特許を受けることがで

きる。 

(a) 前に自然界で発生していたか否かを問わず，自然環境から分離される又は何らかの技術

的方法によって生産される生物学的材料 

(b) 発明の技術的実行可能性が特定の植物品種又は動物品種に限定されていない場合の植物

又は動物 

(c) 微生物学的方法若しくは他の技術的方法，又はそのような方法によって取得される，植

物品種又は動物品種以外の物 

(d) その要素の構造が自然界の要素の構造と同一であるか否かを問わず，人体から分離され

た又は他に技術的方法によって生産された要素。これには，遺伝子の配列又は部分配列を含

む。 

 

第 8 条 

特に次のものは，第 7条の意味での発明とはみなされない。 

(a) 発見，科学の理論及び数学的方法 

(b) 審美的創作物 

(c) 精神的な行為の遂行又は遊戯又は事業活動に関する計画，法則又は方法，並びにコンピ

ュータ・プログラム 

(d) 情報の提示 

第 1 段落の規定は，そこで言及した主題又は活動に関する特許性を，特許出願又は特許が当

該主題又は活動それ自体に係る場合に限り，排除する。 

 

第 9 条 

次の事項に関しては，本法に基づいて特許の付与を受けることができない。 

(a) 実施した場合は，公の秩序又は善良の風俗に反することになる発明。これには，人間，

動物又は植物の健康又は生命にとって有害である発明，及び環境を著しく害する虞のある発

明を含める。ただし，特許性からの当該除外は，単に，その利用が法の規定によって禁止さ

れているという事実のみに依拠することはできない。 

(b) 植物品種及び動物品種，並びに植物又は動物を生産するための本質的に生物学的な方法。

この規定は，微生物学的方法又はそれによって取得される物には適用しない。 

(c) 種々の形成又は発達段階にある人体をその主題とする発明，並びに，遺伝子の配列又は

その部分配列を含め，人体の構成要素の 1 の単なる発見 

(d) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体に適用される診

断方法 

第 1 段落(d)の規定は，物，特に当該方法において使用される物質又は組成物には適用しな

い。 
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第 10 条 

発明は，それが技術水準の一部でない場合は，新規であるものとみなされる。 

技術水準は，特許出願日前に書面若しくは口頭による説明，使用，その他何らかの態様で公

衆に利用可能となっている一切の知識を含んでいると考える。 

技術水準はまた，OSIM に提出された特許出願，及びルーマニアにおいて国内段階に移行し

た国際出願又は出願時にルーマニアを指定国としている欧州特許出願の内容も含んでいると

考えるが，ただし，その出願日が第 2 段落にいう日より先であり，それらが，本法に従い，

当該日以後に公開されることを条件とする。 

第 2 段落及び第 3 段落の規定は，技術水準に含まれる物質又は組成物であって，第 9 条第 1

段落(d)にいう方法において使用されるものの特許性を排除しない。ただし，当該方法にお

けるその使用が技術水準に含まれていないことを条件とする。 

第 2 段落及び第 3 段落の規定は，第 4 段落にいう物質又は組成物の第 9 条第 1 段落(d)にい

う方法における他の特定の使用について，その特許性を排除しないものとする。ただし，当

該方法におけるその使用が技術水準に含まれていないことを条件とする。 

 

第 11 条 

第 10 条の適用に際しては，発明の開示は，それが特許出願前 6 月以内になされたものであ

り，かつ，次の事項を理由とする又はその事項の結果である場合は，考慮されないものとす

る。 

(a) 出願人又はその法律上の前主に対する明白な濫用，又は 

(b) 出願人又はその法律上の前主が，1928 年 11 月 22 日にパリにおいて調印され，その後

の改正を含む「国際博覧会に関する条約」の条件に該当する公式又は公認の国際博覧会にお

いてその発明を開示したという事実 

第 1 段落(b)の規定は，出願人がその特許出願の時にその発明が現実に展示されていたこと

を陳述し，かつ，その陳述を裏付ける書類を本法の施行規則に規定する期限内に，かつ，同

規定する条件に基づいて提出する場合に限り適用される。 

 

第 12 条 

発明は，技術水準を考慮して，当該技術の熟練者にとって自明でない場合は，進歩性を有す

るものと認められる。 

第 10 条第 3 段落にいう特許出願は，技術水準には含まれるが，進歩性があるか否かを決定

するときは，考慮されない。 

 

第 13 条 

発明は，農業を含め何らかの種類の産業において製造又は使用することができる場合は，産

業上の利用可能性を有するものとみなされる。 

遺伝子の配列又は部分配列の産業上の利用は，特許出願において開示しなければならない。 
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第 III 章 特許出願の登録，公開及び審査，特許の付与 

 

第 14 条 

特許出願書類はルーマニア語で作成されており，次のものを含んでいなければならない。 

(a) 特許の付与を求める願書 

(b) 出願人を特定する情報 

(c) 発明の明細書 

(d) 1 又は 2 以上のクレーム 

(e) 明細書又はクレームにおいて言及した図面 

出願人が発明者でない場合は，特許出願は，発明者を特定する明細も含まなければならず，

かつ，特許を受ける権利の由来を示す書類が添付されなければならない。 

第 2段落にいう書類は，特許出願に関する決定が行われる前に提出しなければならない。 

特許出願は，特許の付与を受ける権原を有する者が本人自身で又は本法の施行規則に定める

方法で提出しなければならない。 

OSIM におけるすべての手続において，出願人は特許の付与を受ける権原を有している者と

みなされる。特許出願は出願人の選択に従い，紙面により又は，OSIM によって合意され，

かつ，本法の施行規則に定める送付の方式及び手段によって提出しなければならない。 

特許出願には要約が添付されるものとし，それは，特許出願の公開日前 2 月より後に提出す

ることはできない。 

要約は専ら，技術情報として使用されるものとする。要約は他の目的で考慮することはでき

ず，特に，保護の範囲を解釈する目的でも，また，第 10 条第 3 段落の規定を適用する目的

でも使用することができない。 

 

第 15 条 

特許出願の出願日は，次のものが OSIM に登録された日とする。 

(a) 特許の付与を請求する旨の明示又は黙示の表示 

(b) 出願人を特定する，又は OSIM から出願人への連絡を可能にする表示 

(c) 外見上，発明の明細書と思われる部分 

明細書の一部が欠落している場合は，出願日認定の目的上，当該部分は後日提出することが

でき，その場合は，出願日は，当該部分が提出され，かつ，当該部分の登録のための手数料

が納付された日とする。 

第 1 段落(c)に指定されている明細書の一部であって，欠落していたが，後日に提出された

ものが取り下げられた場合は，出願日は第 1段落に定める要件が満たされた日とする。 

後にする提出についての条件及び欠落していたが，第 2 段落の規定により後に提出する部分

の取下についての条件は，本法の施行規則によって定める。 

特許出願が，外見上，明細書と思われるものを含んでいない場合は，出願日認定の目的上，

本法の施行規則の規定を遵守しつつ，その出願においてルーマニア語により，その明細書に

代替する，何れかの官庁に提出された先の出願に言及することができる。それが行われない

場合は，その出願は特許出願としては取り扱わないものとする。 

特許出願は国家特許出願登録簿に登録される。登録簿に記載される情報は，特別法に従って

工業所有権公報において公開されるまでは，公衆の利用に供されないものとする。 
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発明に係るクレーム及び図面は，法定手数料の納付を条件として，特許出願日から 2 月以内

に提出することができる。 

国際特許出願及び欧州特許出願の場合は，出願日はルーマニアが当事国である国際的な条約

又は協定から帰結される日とし，その日が国家特許出願登録簿に登録される。 

 

第 16 条 

自然人又は法人は，正当な理由があるときは，明細書，クレーム及び図面を外国語で提出す

ることができるが，ただし，特許出願の登録日又は，該当する場合は，国内段階への移行日

から 2 月以内に OSIM に対して，当該書類に関する認証されたルーマニア語翻訳文を提出し，

かつ，法定手数料を納付することを条件とする。 

次のものは，出願の様式及び内容に関する本法に基づく要件を満たしているものとみなす。 

(a) 国際出願であって，1970 年 6 月 19 日にワシントンにおける外交会議によって採択され，

国家評議会の 1979 年 3 月 2 日の法令第 81 号によって批准された特許協力条約及びその後の

修正によって定める様式及び内容についての要件を満たしているもの 

(b) 国際出願であって，その処理又は審査が開始された後，特許協力条約に規定し，かつ，

OSIM 又は OSIM の代理として行動する EPO によって要求される様式及び内容に関する要件を

満たしているもの 

出願の様式及び内容に関して本法の施行規則に定める他のすべての要件も満たされなければ

ならない。その特許出願の提出は，第 14 条第 1 段落又は第 16 条第 1 段落の規定が満たされ

ることを条件として，正規の国内出願の効力を生じさせる。 

正規の国内出願とは，出願日を確定するのに十分なすべての出願を意味し，その出願が如何

なる結果になるかを問わない。 

 

第 17 条 

第 14 条第 1 段落及び第 16 条第 1 段落に従って OSIM に正規に特許出願をした者又はその権

原承継人は，その出願日から，同一発明に関するその後の他のすべての出願に関して優先権

を享受するものとする。 

 

第 18 条 

特許出願においては，発明は当該技術の熟練者がその発明を実行することができるよう十分

な程度に明瞭かつ完全に開示されなければならない。 

発明が生物学的材料，又は生物学的材料の使用に関するものであり，その材料が，公衆が利

用することができないものであり，かつ，特許出願において，その発明を当該技術の熟練者

が実行できるように記述することができないものである場合は，第 1 段落に規定した要件は，

出願人が，その生物学的材料が特許出願日前に国際寄託機関に寄託されたことを証明する書

類を提出したときに限り，満たされたものとみなす。 

クレームは，保護を求める事項を定義していなければならず，また，それは明瞭かつ簡潔で

あり，発明の明細書により支持されていなければならない。 

 

第 19 条 

特許出願は，1 の発明又は単一の発明概念を構成するように関連付けられた一群の発明のみ
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に係るものでなければならない。 

第 1 段落に示されている条件を満たしていない特許出願に関しては，出願についての決定が

なされる時までに，出願人はその発意又は OSIM の要求の何れかにより，それを分割するこ

とができる。 

分割から生じる出願は，原出願において開示されていた内容を超えない要素のみをクレーム

しなければならない。分割から生じる出願は，それが前記の要件を満たしている場合は，原

出願の出願日に提出されたものとみなし，かつ，その各々は，原出願によって主張されてい

た優先権を享受するものとする。 

 

第 20 条 

工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国において特許，実用

新案又は実用証の出願を正規に提出した者又はその権原承継人は，同一発明に関する，ルー

マニアにおける後の特許出願の目的上，先の出願の出願日から 12 月の間，優先権を享受す

る。 

出願が行われた，パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国内法に基づく正規の国内

出願と同等である出願はすべて，優先権を生じさせるものとして承認される。 

欧州特許出願であって，ルーマニアを指定国としており，出願日が認定されたものは，ルー

マニアにおいて正規の国内出願と同等であり，欧州特許出願に関して主張されている優先権

は，該当するときは，考慮されるものとする。 

特許出願の出願人は，同一発明に関する先の出願による優先権の利益を得ることができるが，

ただし，同人がその特許出願と共に，本法の施行規則に定める規定に基づく優先権書類によ

って正当化された先の出願の優先権を主張する申立書を提出することを条件とする。 

第 1 段落の規定に従うことを条件として，特許出願に関して複数の優先権を主張すること及

びその承認を受けることができるが，ただし，その特許出願のこれらの要素であって，優先

権が主張される出願に含まれているもののみを対象とする。該当する場合は，同一クレーム

に関して複数の優先権を主張することもできる。 

優先権は，特許出願において全体として明瞭に開示されているこれらの要素に限り承認を受

けることができる。 

優先権は，優先権期限の到来後であるが，当該期限の到来から 2 月以内である出願日におい

て，所定の手数料を納付し，先の出願の優先権を主張する出願又は主張することができた出

願についても承認を受けることができるが，ただし，次の事項を条件とする。 

(a) その趣旨での明示の請求書が，本法の施行規則に定める条件に基づいて作成されること 

(b) 出願が所定の期限内に作成されること 

(c) 出願が，優先権期限が守られなかった理由を提示すること 

(d) OSIM が，後の特許出願は優先権期限内に提出されなかったが，それに関して注意が払

われていた又は期限の不遵守が意図的なものでなかった旨の認定をすること 

出願人が他人に属する優先権を主張する場合は，出願人が先の出願による優先権を主張する

権原を有する旨の事実を証明する許諾書が，譲渡人によって OSIM に提出されなければなら

ない。 

許諾書は，優先権を主張する日から遅くとも 3 月以内に提出されなければならない。 
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第 21 条 

後の特許出願が先の出願の出願人又はその権原承継人により，OSIM によって認定された特

許出願日から 12 月の期限内に提出される場合は，国内優先権という名称の優先権を同一発

明に関する後の出願に対して主張することができる。後の出願に関して国内優先権が主張さ

れるときは，優先権が主張されている先の出願は，それについての決定がされていないとき

は，取り下げられたものとみなす。 

国内優先権は，後の出願の出願日に，又は当該日から 2月以内に主張することができる。 

後の出願に関して主張される，先の出願の国内優先権は，次の場合は承認されない。 

(a) 少なくとも 1の特許出願が，前記第 17 条に基づく優先権を享受した場合 

(b) 先の出願について複数の国内優先権が主張されたが，当該優先日の 1 が後の出願の出願

日から起算して 12 月の期限前である場合 

(c) 国内優先権書類が，本法の施行規則に規定する期限内に提出されなかった場合 

 

第 22 条 

出願人が特許出願を提出するときに優先権の主張をしていない場合は，同人は所定の手数料

を納付し，当該日から 2 月の期間内に本法の施行規則の規定に従って，その主張をすること

ができる。 

優先権書類は，最先の優先日から 16 月又は，該当する場合は，国内段階の開始日から 4 月

の期限内に，提出しなければならない。 

優先権主張の基礎として使用された先の特許出願の翻訳文が審査手続において必要とされる

場合は，OSIM は出願人に対し，先の出願に関する認証されたルーマニア語翻訳文を本法の

施行規則の規定に従って提出するよう求める。 

第 2 段落又は第 20 条の規定を守らなかったことを理由とする優先権の不承認は，出願日又

は国内段階への移行日から 6月以内に OSIM によって決定される。 

 

第 23 条 

国内経路によってされた特許出願であって，正規の国内出願が行われたものは，第 40 条第

2 段落に規定する場合を除き，出願日から又は優先権が承認されている場合は優先日から 18

月の期間の満了後に，速やかに公開されるものとする。 

特許協力条約に基づいてされた特許出願は，国内段階の開始から 6 月の期間の満了後に，速

やかに公開されるものとする。 

権原を有する自然人又は法人から請求があった場合は，特許出願の公開は，本法の施行規則

の規定に基づいて，第 1 段落又は第 2段落に規定する時期より早期に行うことができる。 

特許の付与決定が，第 1 段落に規定した期限の到来前に行われた場合は，特許出願の公開は，

特許の付与決定に言及する通知の公告と同時に行われるものとする。 

第 40 条第 2 段落にいう特許出願は，それに含まれている情報の機密区分されている状態が

解除された日から 3 月以内に公開されるものとする。 

18 月期間の満了前に，却下の決定が行われる，又は特許出願が取り下げられる，又は取下

とみなす宣言がされた場合は，その特許出願は公開されない。 

特許出願の公開は，工業所有権公報において言及されるものとし，また，本法の施行規則の

規定に従って行われる。 



 12

第 24 条 

出願人からの請求があった場合は，OSIM は調査報告書を作成するものとし，それには，適

切な場合は，特許性に関する意見書を添付することができる。OSIM はまた，本法の施行規

則の規定に従って調査報告書を公開する。 

調査報告書が特許出願と同時に公開されない場合は，その報告書は後で公開される。 

 

第 25 条 

特許出願についての審査は，出願日若しくは，該当する場合は，国内段階開始日に，又はそ

れら何れかの日から 30 月以内に請求することができる。 

国家機密に区分されている情報を含む特許出願については，審査請求は，特許出願の出願日

において，又は当該機密性の解除の日から 3 月以内に，ただし，第 31 条に規定する特許存

続期間の満了前 30 月より遅くない時期に請求することができる。 

 

第 26 条 

OSIM は，次の条件が満たされているか否かを審査しなければならない。 

A. 特許出願が次のものを満たしていること 

(a) 第 6 条の規定 

(b) 第 14 条から第 16 条までに定める，出願に関する要件 

(c) 第 20 条，第 21 条及び第 22 条に定める，優先権の承認に関する要件 

(d) 第 19 条第 1段落に定める，発明の単一性の要件 

B. 出願の対象である発明が次の通りであること 

(a) 第 18 条に従って開示されていること 

(b) 第 8 条第 1 段落に基づき，特許性から除外されていないこと，又は第 9 条に基づく要件

の不遵守に当たらないこと 

(c) 第 7 条及び第 10 条から第 13 条に基づく特許性の条件を満たすこと 

 

第 27 条 

OSIM は正規に行われた国内出願に関して出願人に対し，出願人若しくは発明者を特定する

ために又は特許性の条件を充足するために必要と考える説明又は書類を提出するよう要求す

る権限を有する。 

特許出願又は特許に関するすべての手続において，OSIM は出願人，特許所有者又は利害関

係人に対し通告を送付することができ，また，それらの者は OSIM に対して連絡をすること

ができるが，ただし，本法の施行規則に規定する期限，請求に基づいて OSIM によって延期

された期限を遵守すること，及び手数料の納付を条件とする。 

通告の不在は，出願人，特許所有者又は利害関係人を本法の要求に従う義務から免除するも

のではない。 

出願人は，他国において付与された特許の写しを含め，同人の発明に関係する一切の公開文

書を OSIM に提出しなければならない。 

出願人又はその権原承継人は，OSIM の要求又は自己の発意により，OSIM による決定がなさ

れるまで，特許出願を修正することができる。ただし，発明の開示が出願日における特許出

願の内容を超えていないことを条件とする。 
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第 28 条 

特許出願審査報告書を基礎として，OSIM は専門の審査委員会を通じ，特許を付与するか又

は特許出願を拒絶するかの決定を行うものとする。 

OSIM は，次の場合は，特許出願を拒絶する旨の決定をしなければならない。 

(a) 特許出願が，第 6 条，第 16 条第 1 段落及び第 4 段落，並びに第 39 条第 2 段落の要件を

満たしていない場合 

(b) 出願に係る発明が第 8 条の意味において特許を受けることができないものであるか，第

9 条の規定の適用を受けるか，又は第 7 条，第 10 条，第 12 条及び第 13 条に定める特許性

の条件を満たしていない場合 

(c) 出願に係る発明が第 18 条の要件を満たしていない場合 

(d) 国際的に登録された出願についての国内段階開始期限が到来している場合 

(e) 第 4 段落(b)に基づいて出願が取り下げられたとみなされた日から 12 月の期限が経過し

ている場合 

(f) 第 66 条第 2段落(c)に従って，特許出願の拒絶が請求されている場合 

(g) 発明者でない出願人が，第 29 条第 2 段落に定める期限内に，同人が特許の付与を受け

る権原を有する旨を証明していない場合 

(h) 特許付与を見込む特許出願の審査が第 25 条に規定する期限内に請求されていない場合 

OSIM は特許出願の取下を認知するものとするが，ただし，出願人が書面をもって明示して

請求することを条件とする。 

特許出願は，次の場合は，取下とみなす宣言がなされる。 

(a) 発明者についての宣言が，実体審査が請求された日から 18 月以内に行われなかった場

合 

(b) 出願人が，明細書及び図面の形態を容認されたクレームの内容に適合させるための

OSIM の通告に対して指定された期限内に応答しなかった場合 

(c) その出願が，後の出願であって，国内経路によって提出されたもの，又は国際経路によ

って提出されてルーマニアにおいて国内段階に移行しているものにおいて優先権主張の基礎

とされていた場合 

(d) 特許出願が，第 66 条第 2段落(b)に定める状況の下にある場合 

(e) 出願人が，第 15 条第 7段落に定める期限内にクレームを提出しなかった場合 

(f) 法定手数料，すなわち，出願手数料，後のクレームの提出のための手数料，国内段階開

始手数料，公開手数料又は審査手数料の 1 が本法及び本法の施行規則に定める金額で及びそ

の期限内に納付されていない場合 

(g) 特許出願に関し，特許の付与決定がなされたが，公告手数料，印刷手数料及び特許発行

手数料が本法に定める期限内に納付されていない場合 

特許出願に関して OSIM によって出される決定はすべて，証拠を付して行われ，国家特許出

願登録簿に登録され，また，決定がされた日から 1 月以内に出願人に連絡されるものとする。

同じ登録簿に，取り下げられた特許出願に関する言及，特許出願が取り下げられたとみなす

旨の宣言に関する言及も登録されるものとし，かつ，それについても連絡がされるものとす

る。 

特許の付与又は特許出願の拒絶の決定に関する言及は，審判請求のための法定期限が到来し

た日から 1 月以内に，本法の施行規則に定める条件に基づいて，工業所有権公報に公告する
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ものとする。 

OSIM は，特許の付与決定の言及を公告するものとし，また，公告と同時に，特許の明細書

及び図面を公衆の利用に供するものとするが，ただし，公告手数料，印刷手数料及び特許発

行手数料が納付されていることを条件とする。 

公告手数料，印刷手数料及び特許発行手数料が本法に定める期限内に納付されない場合は，

特許出願は取り下げられたものとみなされ，また，特許は付与されたとはみなされない。 

特許の付与決定は，それに関する言及が工業所有権公報に公告された日に，初めて効力を生

じる。 

区分された情報を含む発明に対して特許の付与決定がされた場合は，その機密性が解除され

た後，第 7段落及び第 9 段落，並びに第 23 条第 4段落を適用する。 

出願人である自然人が死亡したか又は法人が解散した場合は，審査手続は，本法の施行規則

に定める条件に基づいて，OSIM がその権原承継人についての届出を受けるまで停止される。 

特許についての権利又は特許の付与を受ける権利について訴訟が開始された場合は，特許付

与手続は，裁判所の決定が最終かつ取消不能となるまで停止される。 

利害関係人は，第 12 段落に基づく決定を OSIM に通知しなければならない。 

 

第 29 条 

OSIM は決定を通告するまでは，その決定を本法に定める条件の不遵守を理由として，職権

で取り消すことができる。 

OSIM が確実な証拠に基づいて，発明者でない出願人が特許の付与を受ける権原を有してい

ないと認定した場合は，OSIM は，決定の日から 6 月を超えない期間で，当該決定の通告を

延期する手続をとることができる。出願人がこの期間内に，同人が特許の付与を受ける権原

を有していることを証明することができない場合は，特許の付与決定は第 1 段落に従って取

り消され，また，特許出願は拒絶されるものとする。 

 

第 30 条 

特許は，特許の付与決定に基づき，OSIM 長官が発行する。欧州特許については，OSIM が本

法に従い，その特許のルーマニアにおける有効性を証明する。 

特許発行日は，その発行についての言及が工業所有権公報に公告された日とする。 

特許は，国家特許登録簿に記録されるものとする。 

欧州特許は，本法に定める条件が満たされている場合は，国家特許登録簿に登録されるもの

とする。 

 

第 31 条 

特許の存続期間は，出願日から 20 年とする。 

欧州特許については，第 1 段落に基づく存続期間は，欧州特許条約に従って，その出願に関

する正規の国内出願がされた日から起算する。 

特許が付与された医薬品又は植物保護製品については，補充的保護証明書の付与を，医薬品

の補充的保護証明書の創設に関する 1992 年 6 月 18 日の理事会規則(EEC)No.1768/92 に基づ

いて，及び植物保護製品の補充的保護証明書の創設に関する 1996 年 7 月 23 日の欧州議会及

び理事会の規則(EC)No.1610/96 に基づいて受けることができる。 
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第 IV 章 権利及び義務 

 

第 32 条 

特許は，その所有者に存続期間全体に亘り実施についての排他権を付与する。 

所有者の同意を得ないで次の行為をすることは禁止される。 

(a) 特許の主題が物である場合は，その物を製造し，使用し，販売の申出をし，販売し，又

は使用，販売の申出若しくは販売のために輸入すること 

(b) 特許の主題が方法である場合は，その方法を使用すること，及びその方法によって直接

取得された物を使用し，販売の申出をし，販売し，又はこれらの目的で輸入すること 

特許又は特許出願によって付与される保護の範囲は，クレームの内容によって決定される。

同時に，発明の明細書及び図面がクレームの解釈のために使用されるものとする。 

付与に至るまでの期間においては，特許出願によって与えられる保護の範囲は，第 23 条に

基づいて公開されたクレームによって決定される。 

付与された又は一部の取消又は無効により補正された特許は，特許出願によって与えられる

保護を遡及して決定するものとするが，ただし，当該保護がそれによって拡大されないこと

を条件とする。 

特許によって与えられる保護の範囲を決定するときは，クレームに記載されている要素と同

等の要素について適切な考慮がされるものとする。特許の主題が方法である場合は，特許に

よって与えられる保護は，その特許方法によって直接に取得される物に及ぶものとする。 

特定の特性を有する生物学的材料に関する特許によって与えられる保護は，特許を受けた材

料から生殖又は繁殖により，同一の又は異なる形態において派生し，かつ，同一の特性を有

するすべての材料に適用される。 

遺伝子情報を含有しているか，又は遺伝子情報によって構成される物に対する特許によって

与えられる保護は，その物を組み込んでおり，また，そこに遺伝子情報が含まれており，か

つ，その機能を果たす他のすべての材料に及ぶものとする。ただし，形成又は発達の種々の

段階にある人体は，この対象から除外される。 

第 7 段落から第 9 段落までにいう保護は，特許所有者によって又はその同意を得て，ルーマ

ニア領域内において販売された又は販売の申出がされた生物学的材料から生殖又は繁殖によ

って得られる生物学的材料に対しては，その生殖又は繁殖がその生物学的材料の市場投入の

理由である利用から必然的に生じるものであるときは，適用されない。ただし，取得された

生物学的材料がその後に他の生殖又は増殖のために使用されていないことを条件とする。 

 

第 33 条 

第 23 条第 1 段落から第 3 段落までに基づく公開の日から，特許出願は，第 32 条に定める保

護を仮に出願人に与えるものとする。 

 

第 34 条 

次の行為は，第 32 条及び第 33 条に定める権利についての侵害を構成しない。 

(a) ルーマニアも当事国である国際的な条約又は協定の同盟国である国に属する車両，航空

機又は船舶が一時的に又は偶発的にルーマニアの領域内に入った場合に，当該車両，航空機

又は船舶の構造若しくは操作において又はそれらに使用される装置において特許発明を使用
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する行為。ただし，当該使用が専らその車両，航空機又は船舶の必要を満たすためであるこ

とを条件とする。 

(b) 第 32 条第 2 段落にいう行為の実行であって，特許又は公開された特許出願の主題を，

ルーマニア領域において善意で，その特許の所有者からは独立して，かつ，その発明に係る

正規の国内出願が行われる前又は承認された優先日前に，実施していた又はその製造若しく

は使用に向けた現実かつ実効的な準備を行っていた者によるもの。この場合は，同人は正規

の国内出願の出願日又は承認された優先日の時点において行っていた範囲においてその発明

の実施を継続することができる。ただし，その実施の権利は，同人の財産又はその財産の内

の，その発明の実施に係る部分と共にする場合を除き，移転することができない。 

(c) 第 32 条第 2 段落にいう行為の実行であって，専ら私的であり，かつ非商業目的のもの。

生産又は，該当する場合は，その発明の使用であって，専ら私的であり，かつ非商業目的の

もの 

(d) 特許所有者によって又はその明示の承諾を得て，前に販売された，発明の主題を構成し

ている物の見本を欧州連合の領域内において販売又は販売の申出をする行為 

(e) 専ら非商業的実験の目的での特許発明の主題の使用 

(f) 第三者による善意の実施又はその実施に向けた現実かつ有効な準備であって，特許所有

者の権利の喪失からその特許の回復に至る期間におけるもの。この場合，当該人は権利の回

復に関する言及の公告の日に行っていたのと同じ範囲でその発明の実施を継続することがで

きる。ただし，その実施の権利は，同人の財産又はその財産の内の，その発明の実施に係る

部分と共にする場合を除き，移転することができない。 

(g) 保護が放棄された発明又はその一部に関する第三者による利用 

原翻訳文における特許出願又は欧州特許によって付与される権利の侵害とならない範囲にお

いてその発明を善意で実施していた又は実施に向けた現実かつ有効な準備をしていた者は，

正しい翻訳文が有効になった後においても，支払をすることなく，原翻訳文が有効になった

日に存在していた範囲において，同人の企業内で又はその必要のために，その発明の実施を

継続することができる。 

 

第 35 条 

発明者は，付与された特許，その雇用記録，及び同人の発明に係る他の書類又は刊行物に，

同人の完全名称及び地位を掲載される権利を有する。 

特許所有者が発明者と同一人でない場合は，後者に対して特許証の副本が交付されるものと

する。 

発明者が明示して請求した場合は，発明者の完全名称は公表されない。当該請求は，所定の

手数料の納付を必要とする。 

 

第 36 条 

対立する条項を有する第 5 条第 1 段落及び第 5 条第 2 段落の各々に従って創作され，完成さ

れた発明に関しては，発明者は，出願人又は，該当する場合は，特許所有者との間で締結さ

れる契約に定める経済的権利を享受する。 

この経済的権利は，特許の利用から生じる経済的及び／若しくは社会的効果，又はその発明

の経済的貢献に従って決定される。 
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第 37 条 

第 43 条第 3 段落に基づく権利喪失が生じた場合において，特許所有者は，正当な理由があ

るときは，権利喪失に係る公告の日から 6 月以内に，特許の回復を OSIM に申請することが

できる。申請の登録から 60 日以内に，OSIM は，所定の手数料が納付されることを条件とし

て，回復申請について決定する。特許回復についての言及を，決定が最終かつ取消不能とな

った日から 30 日以内に工業所有権公報に公告する。 

 

第 38 条 

特許所有者は，OSIM に陳述書を提出することによって特許の全部又は一部を放棄すること

ができる。 

第 5 条第 1 段落(a)及び第 2 段落に規定する発明，及び第 5 条第 1 段落(b)に規定する発明で

あって，譲渡されているものの場合は，特許所有者は，特許を放棄する同人の意図を発明者

に通知しなければならない。特許所有者は，発明者の請求があったときは，特許を発明者に

移転しなければならない。 

特許がライセンス契約の対象である場合は，放棄は，実施権者の合意がある場合に限り可能

とする。 

発明又は発明の一部であって，保護が放棄されたものについては，第三者はそれを自由に実

施することができる。 

第 40 条第 2 段落に基づく区分された情報を含む発明に対して付与される特許については，

放棄は，当該機密性が解除され，また，特許の付与決定についての言及及び特許発明に係る

明細書，クレーム及び図面が第 28 条第 6 段落に従って公告された後に限り，行うことがで

きる。 

放棄は，OSIM において国家特許登録簿に登録されるものとし，また，工業所有権公報にお

いて公告された日に効力を生じるものとする。 

 

第 39 条 

OSIM に対する手続においては，出願人，譲渡人，所有者又はその他の利害関係人は，本法

の施行規則に定める条件に基づき及びその期限内において OSIM に提出された委任状に基づ

く代理人によって代理されることが可能である。 

前記の者であって，ルーマニア領域内に住所及び登録営業所の何れも有していない者に対し

ては，代理人による代理は強制的であるが，次の事項は例外として，本人が自己の名義で行

うことができる。 

(a) 出願日の認定を受けるための特許出願の提出 

(b) 手数料の納付 

(c) 先の出願の写しの提出 

(d) 前記(a)，(b)及び(c)の手続に関する OSIM による通知の発出 

維持手数料は，何人も納付することができる。 

委任状が取り消された場合においては，代理人の署名は，その代理人を指名した出願人，所

有者又は利害関係人の署名の効果を有さない。 
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第 40 条 

OSIM に特許出願がなされた発明は，出願人の同意がない限り，出願公開が行われるまでは

開示してはならず，また，公開までは，特別法に定める性質を有する。 

ルーマニア領域内で創造され，特許出願の対象とされている発明に含まれている，国家防衛

及び国家安全の分野に係る情報については，管轄当局は，それを国家機密として区分するこ

とができる。このような場合は，出願人には，その情報を区分した当局からその旨が通知さ

れ，また，契約に基づいて，本法の施行規則に定める条件に基づき，当該当局から付与され

る補償を受けることができる。 

国家機密として区分された情報の機密性は，それらを区分した当局の判断によって解除する

ことができる。 

 

第 41 条 

ルーマニアの自然人がルーマニア領域内において行った発明は，OSIM に特許出願をするま

では，外国特許を取得することができない。 

国家機密として区分された情報を含む発明の場合は，外国特許の取得は，当該機密性が第

40 条第 3段落に従って解除された後に限り可能である。 

第 1 段落にいう発明の外国特許を取得するために，ルーマニア人である出願人又は特許所有

者は，本法に基づく経済的援助を受けることができる。 

第 1 段落にいう発明に関しては，発明を行ったルーマニアの自然人又はその権原承継人は，

外国特許を出願する意思を OSIM に知らせなければならない。 

特許協力条約に従って他国で発明の特許を得るために国際出願の登録を行う場合は，OSIM

は受理官庁として行動する。 

 

第 42 条 

使用者が特許の付与を受ける権原を有する発明の場合は，当該使用者は，特許出願について

の OSIM での審査段階，並びに発明の実施の状況及び結果を発明者に知らせなければならな

い。 

特許所有者が求めるときは，発明者は発明の実施に関して契約に基づく技術援助を提供しな

ければならない。 

 

第 43 条 

特許出願及び特許付与に関して OSIM によって行われる手続であって，本法及びその施行規

則にいうものについては，本法に規定する金額において，かつ，期限内における手数料の納

付を必要とする。 

特許の有効期間全体を通じ，特許所有者は毎年，特許維持手数料を納付しなければならない。 

当該手数料の不納は特許所有者に対し，特許に基づく同人の権利の喪失を生じさせるものと

する。特許所有者による当該権利の喪失は，国家特許登録簿に登録され，かつ，工業所有権

公報において公告されるものとする。維持手数料は，4 年を超えない期間を対象として，本

法の施行規則に定める条件に従って前納することもできる。 

外国の自然人又は法人によって納付されるべき手数料は，交換可能な通貨によって OSIM の

口座に支払われなければならない。 
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専ら誤謬又は遺漏の訂正に関する不服申立は，手数料の納付を必要としない。 

 

第 44 条 

OSIM に対する手続における期限を正当な理由により遵守することができなかった出願人又

は特許所有者は，同人の権利を回復させることができるが，ただし，その行為を妨げた事由

の解消から 2 月以内，かつ，遵守されなかった期限の到来から 1 年以内に，証拠を付した請

求書を提出することを条件とする。 

第 1 段落の規定は，所定の期限の不遵守が次の何れかの事件に関して生じた場合は，適用し

ない。 

(a) 第 20 条第 5段落又は第 6段落，及び第 22 条第 1段落による優先権の主張 

(b) 第 16 条第 2段落による，明細書，クレーム又は図面に係る翻訳文の提出 

(c) 第 43 条第 1段落による，出願手数料及び書類調査報告手数料の納付 

(d) 第 52 条による取消申請の提出 

(e) 第 19 条第 2段落に規定する，特許出願についての分割期限の到来 

(f) 第 66 条第 2段落(b)による，新たな出願についての提出期限の到来 

(g) 特許維持手数料の納付 

第 1 段落の規定は，第 28 条第 2 段落(e)及び(f)，第 4 段落(d)及び(e)，並びに第 51 条に定

める事件の何れに関しても適用しない。 

権利回復の請求は，審判請求の提出に関して本法に定める金額による手数料を納付しなけれ

ばならない。ただし，第 28 条第 4 段落(b)に規定する事件についてはこの限りでなく，手数

料の納付を必要としない。 
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第 V 章 権利の移転 

 

第 45 条 

特許を受ける権利，特許の付与を受ける権利及び特許から派生する権利は，その全部又は一

部を移転することができる。 

移転は，譲渡により，排他的若しくは非排他的ライセンスの付与により，又は法律による若

しくは遺言による承継によってすることができる。 

移転は第三者に対しては，OSIM に登録された移転についての言及が工業所有権公報におい

て公告された日以降に限り効力を有する。 

 

第 46 条 

利害関係人から請求があった場合は，ブカレスト裁判所は，特許出願日から 4 年又は特許付

与日から 3 年の内の何れか遅い方の期間が満了した後，強制ライセンスを付与することがで

きる。 

第 1 段落の規定は，それに係る発明がルーマニア領域内で実施されていないか又は不十分に

実施されており，かつ，特許所有者がその不活動を正当化することができない場合，及び同

人との間に，発明実施の条件及びその商業的利用法について合意が成立していない場合に限

り，適用される。 

ブカレスト裁判所が所与の状況を基にして，利害関係人が行ったすべての努力にも拘らず，

合理的な期間内での合意成立は不可能であったと判断した場合は，同裁判所は，強制ライセ

ンスを許可するものとする。 

第 2 段落にいう場合以外に，次の場合は，ブカレスト裁判所は強制ライセンスを許可するこ

とができる。 

(a) 国家的緊急事態の場合 

(b) その他の極度の緊急事態の場合 

(c) 非商業目的での公共的利用の場合 

第 4 段落に定める理由の 1 による強制ライセンスの付与は，第 2 段落に規定する要件の充足

を要求しないものとする。ただし，実施権者は，出願人又は特許所有者に対して速やかに，

裁判所によって与えられた許可について通知しなければならない。 

非商業目的での公共的利用の場合は，政府又は政府によって許可された第三者は，有効な特

許が政府又は当該第三者により使用若しくは使用の予定であることを知っているか又は知る

べき明白な理由を有している場合は，その旨を合理的期間内に特許所有者に通知しなければ

ならない。 

ある特許が，先の正規の国内出願日を有する出願に対して付与された他の特許によって与え

られた権利を侵害することなしには実施することができない場合は，2 番目の特許を実施す

るための強制ライセンスについては，次の追加条件が累積的に充足される場合に限り，その

許可を受けることができる。 

(a) 2 番目の特許においてクレームされている発明が，1 番目の特許においてクレームされ

ている発明と比較して，顕著な経済的重要性を有する重要な技術的進歩を含んでいること 

(b) 1 番目の特許の所有者が，2 番目の特許においてクレームされている発明を実施するた

めに，合理的な条件に基づくクロスライセンスを受ける権原を有すること 



 21

(c) 1 番目の特許について許諾された実施の権利は，2 番目の特許の移転のためにする場合

を除き，移転することができないこと 

 

第 47 条 

強制ライセンスは非排他的ライセンスとし，また，ブカレスト裁判所によって，その範囲及

び存続期間，並びに権利所有者が受け取ることができる，付与されるライセンスの商業的価

値によって定められるロイヤルティに関する特定の条件に基づいて，付与される。 

政府又は政府によって許可された第三者も強制ライセンスの受益者となることができる。 

強制ライセンスは，主として市場への供給を目的として許可されるものとする。 

強制ライセンスの範囲及び存続期間は，それが許可された目的に限定される。半導体技術の

分野における発明の場合は，強制ライセンスは非商業的な公共的目的のため，又は司法若し

くは行政の手続の結果として反競争的と宣言された慣行を是正するために限り付与される。 

植物品種特許の所有者が先の特許を侵害することなしにはその特許を実施することができな

い場合は，同人は当該特許によって保護されている発明についての強制ライセンスを請求す

ることができる。 

生物工学的発明に関する特許の所有者が，先の植物品種特許を侵害することなしにはその特

許を実施することができない場合は，同人は当該特許によって保護されている植物品種の利

用についての強制ライセンスを請求することができる。 

強制ライセンスが反競争的慣行を是正するために付与される場合は，第 46 条第 3 段落及び

第 4段落，並びに第 47 条第 3段落は適用されない。 

 

第 48 条 

強制ライセンスは，企業の中の，当該実施の利益を受けている部分又は在庫品と共にする場

合を除き，移転することができない。 

 

第 49 条 

ブカレスト裁判所は，利害関係人により正当な請求がされた場合において，強制ライセンス

の付与を生じさせる根拠となった事情が存在しなくなっているときは，実施権者の正当な利

益が十分に保護されることを条件として，強制ライセンスを取り消すことができる。強制ラ

イセンスは，強制ライセンスの付与を決定した事情が再発する見込みがある場合は，取り消

すことができない。 

強制ライセンスの使用許可に関する，及びライセンス使用に対して定められる対価に関する

ブカレスト裁判所の決定に対しては，その連絡の日から 15 日以内にブカレスト控訴裁判所

に上訴することができる。 

 

第 50 条 

強制ライセンスの付与又は，該当する場合は，取消に関する裁判所の最終かつ取消不能の決

定は，利害関係人から OSIM に連絡されるものとし，OSIM は，その決定を，国家特許出願登

録簿又は，該当する場合は，国家特許登録簿に登録し，かつ，連絡後 1 月以内に当該決定に

関する言及を工業所有権公報に公告する。 
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第 VI 章 発明に関する権利の防御 

 

第 51 条 

審査委員会によって行われた決定については，連絡から 3 月以内に，OSIM に対して審判請

求をすることができる。 

審判請求の目的は，本法の施行規則に定める条件に基づき，特許の減縮とすることができる。 

 

第 52 条 

利害関係人は，特許付与の言及の公告から 6 月以内に，書面をもって OSIM に対し，有効な

理由を基にして特許の取消を申請する権原を有するが，次の事項が存在していることを条件

とする。 

(a) 特許の主題が，第 7 条から第 10 条まで，第 12 条及び第 13 条により，特許を受けるこ

とができるものでないこと 

(b) 特許の主題がその発明を，当該技術の熟練者がそれを実行することができるように明瞭

かつ完全には開示していないこと 

(c) 特許の主題が，出願時の特許出願の内容を超えていること 

取消理由が特許の一部のみに係るときは，その特許は一部が取り消される。 

 

第 53 条 

審判請求又は，該当する場合は，取消申請は，それが OSIM に登録されてから 3 月以内に，

OSIM の審判部内にある審判委員会によって処理される。 

審判委員会の機能並びに審判請求及び取消申請の処理手続は，本法の施行規則によって定め

る。 

 

第 54 条 

OSIM によって付与された特許，並びにルーマニアにおいて有効な欧州特許は，請求により

無効にすることができるが，次の事項が存在していることが確認されることを条件とする。 

(a) 特許の主題が，第 7 条から第 10 条まで，第 12 条及び第 13 条の規定により，特許を受

けることができるものでないこと 

(b) 特許の主題がその発明を，当該技術の熟練者がそれを実行することができるように明瞭

かつ完全には開示していないこと 

(c) 特許の主題が，出願時の特許出願の内容を超えていること 

(d) 特許によって付与された保護が拡大されていること 

(e) 特許所有者が特許の付与を受ける権原を有していない者であること 

無効理由が特許の一部のみに係るときは，その特許は一部が無効となる。 

特許の無効は，出願日からの遡及効を有する。 

 

第 55 条 

特許の無効は，第 54 条第 1 段落(d)及び(e)に定める場合に対するものを除き，取消申請の

ために第 52 条に定める期限が経過した後，及び特許の存続期間全体において請求をするこ

とができ，また，その請求についてはブカレスト裁判所が決定する。ブカレスト裁判所の決
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定に対しては，連絡から 30 日以内にブカレスト控訴裁判所に上訴することができる。 

特許を無効にする旨の最終かつ取消不能の決定は，利害関係人が OSIM に登録しなければな

らない。 

特許無効の決定の言及は，その決定の OSIM での登録から 60 日以内に工業所有権公報に公告

される。 

 

第 56 条 

特許出願に関する 1 又は 2 以上の方式要件の不遵守は，それが詐欺的意図から生じている場

合に限り，特許の全部又は一部についての取消又は無効の理由となる。 

特許は，その所有者に対して，取消又は無効に関して意見書を提出すること及び本法及びそ

の施行規則によって許可される補正又は訂正を合理的期間内に行うことができる機会を与え

ることなしには，その全部又は一部を取り消すこと又は無効にすることができない。 

 

第 57 条 

審判委員会の証拠を付した決定は，その宣言から 15 日以内に当事者に連絡されるものとし，

これについては，連絡から 30 日以内にブカレスト裁判所に上訴することができる。 

ブカレスト裁判所の決定に対しては，連絡から 15 日以内にブカレスト控訴裁判所に上訴す

ることができる。 

審判委員会が行った，特許付与の決定の主文並びに司法当局が行った最終かつ取消不能の決

定の主文は，国家登録簿に記入され，利害関係人による OSIM での登録の日から 60 日以内に

工業所有権公報に公告される。 

OSIM は，裁判所の最終かつ取消不能の決定による変更を国家登録簿に記入し，また，利害

関係人よる OSIM での登録の日から 60 日以内に工業所有権公報に公告する。 

 

第 58 条 

発明者の地位の不法取得は，それが如何なる方法によるものでも，犯罪を構成するものとし，

6 月から 2年までの拘禁又は 5,000 レイから 10,000 レイまでの罰金をもって処罰される。 

 

第 59 条 

第 32 条第 2 段落に対する違反として行われる行為は，権利侵害を構成するものとし，6 月

から 2年までの拘禁又は 10,000 レイから 30,000 レイまでの罰金をもって処罰される。 

刑事手続は職権によって開始されるものとする。 

特許所有者又は実施権者は，同人に対して生じた不利益に関し，民法に定める損害賠償を受

ける権原を有し，また，管轄裁判所に対し，侵害物の没収又は，該当する場合は，破棄を命

じるよう請求することができる。この規定は，侵害行為の実行に直接に使用される材料及び

器具に適用される。 

第 32 条第 1 段落にいう権利についての第三者による侵害であって，特許出願の公開後にお

けるものは，侵害者に対して，民法に基づく損害賠償の責めを負わせるものとし，また，損

害賠償の支払を受ける権利は，特許の付与後に行使することができるものとする。 

第 32 条第 1 段落の規定に拘らず，第 32 条第 2 段落にいう第三者による行為であって，特許

出願の公開日前又は特許出願の認証謄本を添付して行われた出願人による勧告の日前に行わ
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れたものは，特許によって付与された権利の侵害とはみなさない。 

 

第 60 条 

第 32 条第 2 段落にいう行為が勧告後も引き続き実行される場合は，司法裁判所は請求に基

づき，OSIM が特許出願について決定をするまで，当該行為を停止するよう命じることがで

きる。当該措置は，司法裁判所が定める担保金の出願人による納付を条件として命じること

ができる。 

 

第 61 条 

第 32 条第 2 段落(b)にいう方法特許の所有者の権利に関する侵害の場合は，同一物を取得す

るために使用された方法が特許方法とは異なっていることを立証する責任は，当該権利の侵

害者と主張されている者の側にある。 

第 1 段落の規定の適用においては，特許所有者の同意を得ないで製造された同一物は，少な

くとも次の事情の 1 が存在する場合において反証がないときは，その特許方法によって取得

されたものとみなす。 

(a) 特許方法によって取得される物が新規のものであること 

(b) 同一物がその方法によって製造された十分な可能性があり，かつ，特許所有者は合理的

努力を通じて，実際に使用された方法を決定することができなかったこと 

特許所有者による反証の提示に際しては，侵害者と主張されている者の製造及び営業の秘密

に関連する正当な利益が考慮されなければならない。 

 

第 62 条 

OSIM の職員並びに発明に関連する業務を行う者による，特許出願に含まれている情報の出

願公開前における開示は，違法行為を構成するものとし，3 月から 2 年までの拘禁をもって

処罰される。 

OSIM は，第 1 段落にいう違法行為の結果として生じた不利益に関し，発明者に対して責任

を負うものとする。 

 

第 63 条 

訴訟であって，発明者，特許所有者の地位，又は，譲渡若しくはライセンス契約に基づく発

明者の経済的権利を含め，特許から生じる他の権利に関するもの，又は第 5 条第 6 段落，第

36 条，及び第 42 条の規定の不遵守に関するものは，裁判所の管轄に属するものとする。 

利害関係人は，裁判所の決定が国家特許出願登録簿又は国家特許登録簿に記入され，かつ，

工業所有権公報において公告されるようにするため，その決定が最終かつ取消不能となった

日から 30 日以内に OSIM に連絡しなければならない。工業所有権公報における公告がない場

合は，決定は第三者に対抗することができない。 

 

第 64 条 

特許所有者並びに特許から生じる権利を使用する許可を与えられている実施権者は，裁判所

に対して次のことを請求することができる。 

(a) 特許から生じる権利を侵害する虞が存在する場合において，当該侵害が回復不能な不利
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益を生じさせる虞があるか，又は証拠となる要素が破棄される虞があるときは，差止措置を

命じること 

(b) 特許から生じる権利に関する侵害行為であって，一定の輸入商品が商業経路に投入され

た場合に第三者によって行われ，当該権利について損害を生じさせるものを停止させるため

の一定の措置を，通関許可後に，命じること 

裁判所は特許から生じる権利の侵害者に対し，関係商品の製造及び流通に関与した第三者及

びその流通経路の特定を特許所有者に知らせるよう命じることができる。 

差止措置は，裁判所が定める担保金の原告による納付を条件として，命じることができる。 

差止命令の発出については，民法の規定が適用される。 

裁判所は原告に対し，同人が侵害された特許又は侵害が避けられない特許の所有者であるこ

とを証明するために，同人にとって使用可能な証拠となる要素の提出を命じることができる。 

 

第 65 条 

税関当局は，職権により又は特許所有者の請求に基づき，第 59 条第 1 段落に基づいて提供

される商品の輸入又は輸出に関する通関手続を中止すること，又はそれら商品を税関留置の

状態にするよう命じることができる。 

国境における特許権の行使に関する税関の権限は，通関業務において知的所有権の行使を確

保するための一定の措置に関する 2005 年法律第 344 号に従い，国家税関当局に属するもの

とする。 

 

第 66 条 

裁判所の決定が，特許に名称を掲載された者以外の者が特許の付与を受ける権原を有するこ

とを確定した場合は，OSIM は特許をその有権者に対して発行し，所有権の変更を公告する。 

OSIM による特許付与の前に，裁判所の決定が，特許を受ける権利が出願人以外の者に属す

ることを確定した場合は，当該権利についての権原を有するものは，裁判所の決定が最終か

つ取消不能となった日から 3 月の期限内に，かつ，本法の施行規則に定める条件に基づいて，

次のことをすることができる。 

(a) 出願人に代わり，提出されている特許出願に関する手続を，それが同人自身の出願であ

るものとして，継続すること 

(b) 同一発明に関して新たな特許出願を行うこと。第 19 条による，原出願の内容を超えな

い要素に関しては，OSIM により，原出願は新たな出願の出願日に取り下げたものとみなさ

れることが宣言される。 

(c) 出願が拒絶されることを要求すること 

 

第 67 条 

裁判所からの要求があった場合は，OSIM は，委託された訴訟を判断するために必要な法律，

書類及び情報を裁判所に提出するものとし，これらの文書類は最終的には返還されるものと

する。裁判所への召喚は，この目的に限られるものとする。 

工業所有権の分野における裁判所への請願は，裁判手数料を免除される。 
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第 VII 章 国家発明商標庁の責務 

 

第 68 条 

OSIM は，ルーマニア政府に付属する中央行政の専門機関であり，本法及びルーマニア国が

当事国である国際条約及び協定に従い，ルーマニア領域において工業所有権の分野に関し独

占的権限を有する。 

 

第 69 条 

発明の分野において，OSIM は次の責務を負う。 

(a) ルーマニアにおける工業所有権政策を調整すること 

(b) 発明について特許を付与及び発行するために，特許出願を登録し，公開し，審査するこ

と 

(c) 特許出願及び特許に関するすべての明細が記録される国家特許出願登録簿及び国家特許

登録簿の受託者であること 

(d) 特許協力条約の規定に従って，ルーマニアの出願人が国際出願をする特許出願について

の受理官庁として行動すること 

(e) 発明の明細書に関する国の収集物を管理し，維持し，国際的交換を通じて発展させるこ

と，及びあらゆる種類の情報支援に関して，発明の分野におけるコンピュータ・データベー

スを作成すること 

(f) 請求に応じて，ルーマニア及び外国の発明の明細書及び工業所有権に関する公的出版物

に基づく仲介及び技術情報サービス，並びに非公開状態で，第 8 条第 1 段落にいうような特

許性を有していない解決法を含む書類を保存する役務を提供すること 

(g) 工業所有権代理人を証明し，許可し，それを OSIM が維持する国家登録簿に記録し，定

期的に当該登録簿の資料を公表すること 

(h) 類似の政府及び政府間機関，並びにルーマニアが当事国である専門的国際機関と連携す

ること 

(i) 当該分野における専門家のための研修及び推進コースを組織すること 

(j) 出願及び特許に関する情報を編集し，定期的に工業所有権公報に公表すること 
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第 VIII 章 経過規定及び最終規定 

 

第 70 条 

1974 年法律第 62 号に基づいて OSIM に提出された出願であって，未だ特許の付与又は特許

出願の拒絶の決定がなされていないものは，本法の規定に従って決定される。 

 

第 71 条 

本法の施行前に付与され，ルーマニア領域に関して有効な特許並びに改良特許は，第 31 条

に規定する存続期間を有する。 

改良特許の有効期間全体を通じ，その発明の実施は第 46 条第 7 段落の規定に従って行われ

る。 

実施がされている特許発明に関し発明者に対して生じる経済的権利が，本法施行前に，その

一部のみが決定されているか又は全く決定がされていない場合は，それについては，発明者

と当該発明を実施している企業の間で交渉が行われるものとする。そのような場合は，交渉

は，発明者がその特許出願の出願日において適用される法律に基づいて主張することができ

る最高の報酬額から開始されるものとする。両者間に合意が成立しない場合は，その経済的

権利は第 63 条に従って決定される。 

特許についての権利は，1974 年法律第 62 号第 14 条に規定するように，法による譲渡によ

って発明の所有者となった企業が本法の施行日にその発明を実施していないか又は実施のた

めの必要な準備をしていない場合は，法の作用により発明者に移転するものとする。 

 

第 72 条 

有効な特許は無形資産であり，その所有者が法人である場合は，特許所有者の基本財産に登

録しなければならない。 

 

第 73 条 

企業にとって新規かつ有益な技術的業績の創作者に関する経済的権利は，創作者と企業の間

の契約によって決定しなければならない。 

技術的業績を利用する企業は，創作者の地位を認証しなければならない。 

第 1 段落及び第 2 段落の規定の不遵守は，企業に，技術的業績の創作者に対し民法に従った

損害賠償を支払う義務を生じさせる。損害賠償は，企業が達成した経済的成果に従って決定

される。 

 

第 74 条 

ルーマニアにおいて特許を受けた発明の，その所有者又は，該当する場合は，その実施権者

による現実の実施(当該実施は，その物の製造又は，該当する場合は，その方法の実施を含

むことができる)の結果得られた利益又は収益は，最初の実施日から起算され，かつ，特許

の有効期間に含まれる最初の 5 年間は，課税を免除される。 

発明を実施する法人又は自然人，及び実施される発明の所有者の各々は，第 1 段落の規定に

よる利益を享受する。 

特許所有者がその譲渡によって得る収益は，課税を免除される。 
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